
(協議事項)�
・合併に関する各種協議・合併協�
　定書の取りまとめ�

会長�
委員：町長､助役､議長､議員�
　　　学識経験者　計40人�

(所掌事務)�
・会長の指示を受け、協議会に付�
　すべき事項について協議・検討�

幹事長�
幹　事：１市５町の企画担当課長�

(所掌事務)�
・幹事長の指示を受け、協議会の事�
　務について専門的に協議・検討�

・１市５町の部長及び主管課長�
　(職員)で構成する12部会�

合併協議会の組織図�

幹　　　事　　　会�

専　門　部　会�

協　　　議　　　会�

事務局長�
　事務局次長�
　　事務局職員　　計11人�

(所掌事務)�
・協議会の会議の運営�
・協議会の協議資料の作成�
・協議会の庶務�
・その他協議会の運営に関�
　し必要な事項�

事　　　務　　　局�

鹿児島地区合併協議会の協議スケジュール�

年月日� 協　　　議� 合併協定項目�

平成15年� 合併協議会設置�

協議会事務局開設�

第１回合併協議会� 基本３項目協議�

協議終了�

基本１項目、協議�
に時間を要する項�
目の一部提案・協�
議ほか�

その他の�
協議項目�

合併協定書調印�

合併施行日�

幹　事　会�
（月２～３回）�

専門部会�
（随時開催）�

幹　事　会�

第２回協議会�
（概ね月１回）�

幹　事　会�

専門部会�

幹　事　会�

協　議　会�

合併特例法期限�

・県への申請→県議会提案→国告示�
・合併関連議案�
・合併後の市の予算の取扱い�
・式典などの確認�

２月14日�

平成16年�
早々�

平成17年�
３月末�

1月24日�

1月31日�

鹿 児 島 地 区 合 併 協 議 会 だ よ り（ ） 平成 年（ 年） 月 日 （ ）

鹿
児
島
地
区
合
併
協
議

会
の
設
置
に
つ
い
て

こ
の
協
議
会
は
、
地
方
自
治
法
及

び
市
町
村
の
合
併
の
特
例
に
関
す
る

法
律
に
基
づ
い
て
設
置
さ
れ
、

市

町
の
合
併
に
関
す
る
協

議（
合
併
の
是
非
も
含
め
た
協
定

項
目
等
の
協
議
）

市
町
村
建
設
計
画
の
作
成

（
合
併
後
の
ま
ち
づ
く
り
の
基

本
的
な
計
画
）

市

町
の
合
併
に
関
し
必
要

な
事
項

（
調
印
式
、合
併
後
の
市
の
予
算

の
取
扱
い
、県
へ
の
申
請
な
ど
）

に
つ
い
て
協
議
を
行
い
ま
す
。

協
議
会
委
員
の
構
成
は
、
左
表
の

と
お
り
で
す
。

協
議
会
の
会
長
に
つ
い
て

去
る

月

日
、

市

町
の
首

長
協
議
に
お
い
て
、
会
長
に
赤
崎
義

則
鹿
児
島
市
長
が
選
任
さ
れ
ま
し

た
。諸

規
程
に
つ
い
て

事
務
局
規
程

協
議
会
事
務
局
は
、
協
議
会
の

会
議
や
協
議
資
料
の
作
成
・
広
報

及
び
公
聴
・
庶
務
の
ほ
か
、
協
議

会
の
運
営
な
ど
の
事
務
を
行
う
こ

と
な
ど
を
規
定
し
て
い
ま
す
。

幹
事
会
規
程

幹
事
会
は
、
会
長
の
指
示
に
よ

り
、協
議
会
に
提
案
す
る
事
項
に
つ

い
て
協
議
検
討
を
行
う
こ
と
な
ど

を
規
定
し
て
い
ま
す
。

財
務
規
程

協
議
会
の
予
算
の
編
成
・
現
金

の
出
納
・
財
務
に
つ
い
て
規
定
し

て
い
ま
す
。

委
員
等
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償

に
関
す
る
規
程

会
長
・
委
員
・
監
査
委
員
に
支

給
す
る
報
酬
な
ど
額
並
び
に
支
給

方
法
を
規
定
し
て
い
ま
す
。

専
門
部
会
規
程

幹
事
会
の
専
門
部
会
と
し
て
、

第

回
協
議
会
で
は

こ
ん
な
こ
と
が
決
ま
り
ま
し
た

合併協議会は、地方自治法（注 ）及び市町村の合併の特例に関する法律 合併特例法 （注 ）
により設置されるもので、 合併を行うこと自体の可否も含めて合併に関するあらゆる事項の協議
を行う組織 です。
鹿児島地区合併協議会は、合併関係市町（ 市 町）の長及び職員、議長及び議長が指名した議員、
学識経験者（総勢 人）で構成され、合併後の市のまちづくりのマスタープランとなる市町村建設
計画の作成や合併後の市の名称、合併の時期、 市 町の異なる事務事業の調整などの協議が行わ
れます。
ここで協議・調整された事項は合併協定書としてとりまとめられ、それぞれの関係市町の議会の
議決後、合併が施行されることになります。

（注 ）
地方自治法第 条の 第 項
普通地方公共団体は、普通地方公共団体の
事務の一部を共同して管理し及び執行し、若
しくは普通地方公共団体の事務の管理及び執
行について連絡調整を図り、又は広域にわた
る総合的な計画を共同して作成するため、協
議により規約を定め、普通地方公共団体の協
議会を設けることができる。

（注 ）
市町村の合併の特例に関する法律第 条第
項
市町村の合併をしようとする市町村は、地
方自治法第 条の 第 項の規定により、
合併市町村の建設に関する基本的な計画の作
成その他市町村の合併に関する協議を行う協
議会を置くものとする。

報
告
さ
れ
た
こ
と

報
告
さ
れ
た
こ
と

協
議
さ
れ
た
こ
と

協
議
さ
れ
た
こ
と

協
議
会
の
事
務
（
市
町
村
建
設
計

画
や
協
定
項
目
の
調
整
案
等
）
に

つ
い
て
、

専
門
部
会
で
専
門
的

に
協
議
・
検
討
す
る
こ
と
な
ど
を

規
定
し
て
い
ま
す
。

副
会
長
の
互
選
に
つ
い
て

委
員
か
ら
、
こ
れ
ま
で
の
首
長

会
の
経
緯
な
ど
踏
ま
え
、

町
の
首

長
を
副
会
長
に
選
任
さ
れ
た
い

と

の
提
案
が
あ
り
、
会
長
（
鹿
児
島
市

長
）
を
除
く

町
の
首
長
全
員
が
選

任
さ
れ
ま
し
た
。

ま
た
、
会
長
の
職
務
代
理
は
、
後

日
会
長
が
指
名
し
、
次
回
の
協
議
会

で
報
告
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

監
査
委
員
の
委
嘱
に
つ

い
て

監
査
委
員
は
、
規
約
に
よ
り

市

町
の
監
査
委
員
の
う
ち
か
ら
会
長

が
協
議
会
に
諮
り
、
委
嘱
す
る
こ
と

と
な
っ
て
お
り
、
次
の

人
の
方
々

に
委
嘱
す
る
こ
と
が
承
認
さ
れ
ま
し

た
。

山
元
貞
明

監
査
委
員（
鹿
児
島
市
）

平
瀬

恍
た
け
し

監
査
委
員（
桜

島

町
）

大
迫
義
圀
よ
し
く
に

監
査
委
員（
郡

山

町
）

会
議
運
営
の
方
針
に
つ

い
て

次
の
と
お
り
承
認
さ
れ
ま
し
た
。

議
事
の
進
行

議
事
は
、
可
能
な
限
り
全
員
の

賛
同
を
得
て
進
め
ま
す
。

た
だ
し
、
意
見
が
分
か
れ
た
場

合
に
は
、
大
方
の
賛
同
を
も
っ
て

決
定
し
ま
す
。

会
議
の
公
開

協
議
会
の
会
議
は
、
原
則
と
し

て
公
開
し
ま
す
。

た
だ
し
、
事
情
に
よ
り
非
公
開

と
す
る
場
合
は
、
委
員
の
過
半
数

の
同
意
を
得
て
決
定
し
ま
す
。

傍
聴
者
の
取
扱
い

傍
聴
受
付
簿
に
氏
名
・
住
所
を

記
入
す
れ
ば
傍
聴
で
き
ま
す
が
、

会
議
の
運
営
に
支
障
が
あ
る
と
認

め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
傍
聴
者
の

人
数
を
制
限
す
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
。会

議
録
の
調
製

会
議
は
、全
文
記
録
と
し
ま
す
。

協
議
会
の
資
料
等
の
取
扱
い

会
議
録
及
び
会
議
に
提
出
さ
れ

た
資
料
は
、
公
開
し
ま
す
。

議
会
の
議
員
の
定
数
及

び
任
期
の
取
扱
い

農
業
委
員
会
の
委
員
の

定
数
及
び
任
期
の
取
扱
い

一
般
職
の
職
員
の
身
分

の
取
扱
い

特
別
職
の
取
扱
い

町
役
場
の
取
扱
い

一
部
事
務
組
合
等
の
取

扱
い

そ
の
他
の
項
目
の
協
議

地
方
税
や
国
民
健
康
保
険
な

ど
事
務
事
業
や
制
度
の
調
整

（
住
民
へ
の
積
極
的
な
情
報
提
供
）

協
議
会
だ
よ
り
の
発
行
（
全
世

帯
へ
配
布
）

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
開
設
し
、イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
情
報
提
供

（
そ
の
他
）

国
・
県
と
の
調
整
な
ど

平
成

年
度
の
予
算
に

つ
い
て

歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ

万

円
に
決
ま
り
ま
し
た
。

市

町
の
負
担
金

万
円

の
内
訳
は
、
次
表
の
と
お
り

（
負
担
割
合

均
等
割

％

人
口

割

％
〔
平
成

年
度
国
調
人

口
〕）

合
併
の
方
式
に
つ
い
て

町
を
廃
し
、
鹿
児
島
市
へ
編
入

し
ま
す
。（
編
入
合
併
）

合
併
後
の
新
市
の
名
称

に
つ
い
て

鹿
児
島
市
に
決
定
し
ま
し
た
。

合
併
後
の
市
の
事
務
所

の
位
置
に
つ
い
て

鹿
児
島
市
山
下
町

番

号
と
し

ま
す
。（
現
鹿
児
島
市
役
所
）

編
入
合
併
と
議
員
の
失
職
と
の

関
係
に
つ
い
て
は
協
議
さ
れ
る
の

で
す
か
。

別
途
、
協
議
項
目
と
し
て
提
案

し
ま
す
。（
事
務
局
）

要
請
合
併
後
の
人
口
・
面
積
等

の
資
料
を
次
回
協
議
会
に
提
供
し

て
ほ
し
い
。

次
回
、
市
町
村
計
画
の
策
定
方

針
等
を
提
案
す
る
中
で
、
お
示
し

し
た
い
。（
事
務
局
）

要
望
鹿
児
島
市
議
会
の
委
員
が

辞
任
（

人
減
）
し
た
分
の
委
員

枠
に
つ
い
て
、
若
い
世
代
の
学
識

経
験
者
の
参
加
と
い
う
こ
と
で
首

長
会
の
協
議
事
項
と
す
る
よ
う
要

望
し
ま
す
。

そ
の
方
向
で
首
長
会
で
協
議

し
ま
す
。（
赤
崎
会
長
）

つ以上の市町村が、その区域の全部もしくは一部を合わせて新しい市町
村をつくったり、その区域の全部もしくは一部を他の市町村に組み入れたり
することで、少なくとも つ以上の市町村の数が減少するものを 市町村の
合併 と位置づけています。

合併 には新設合併と編入合併がありますが、鹿児島地区（ 市 町）
の場合は編入合併となります。

本格的な地方分権時代の到来に伴い、私たちの最も身近な基礎的自治体で
ある市町村の自治能力の向上が求められており、真に足腰の強い総合行政体
として市町村の果たす役割は、今後極めて重要なものとなってきます。
特に、住民の日常生活圏の広域化や少子高齢化の進展、厳しい財政状況な

どに効率的に対応してい
くためには、行財政基盤
の充実・強化を図ってい
くことが急務とされてお
り、従来の市町村の枠に
とらわれない市町村合併
による自治体制の確立が
求められています。

編入合併 町を 市に編入する場合。

合
併
協
議
会
で
協
議
さ
れ
る

市
町
村
建
設
計
画と

は

意
見
や
要
請

意
見
や
要
請

市
町
村
建
設
計
画
の
具
体
的
な
内

容
は
、
あ
く
ま
で
も
合
併
協
議
会
に

お
い
て
合
併
関
係
市
町
村
の
自
主
的

な
判
断
に
よ
り
策
定
さ
れ
る
も
の
で

す
が
、
合
併
特
例
法
第

条
第

項

に
お
い
て
計
画
に
盛
り
込
む
べ
き
事

項
が
例
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

合
併
市
町
村
の
建
設
の
基
本
方

針
編
入
合
併
の
場
合
…

編
入
さ
れ
る
区
域
が
、
合
併
後

に
お
い
て
果
た
す
役
割
及
び
編
入

を
す
る
市
町
村
に
お
け
る
総
合
計

画
上
の
位
置
付
け
な
ど
盛
り
込
み

ま
す
。

合
併
市
町
村
の
建
設
の
根
幹
と

な
る
べ
き
事
業
に
関
す
る
事
項

合
併
後
の
市
の
ま
ち
づ
く
り
を

実
現
す
る
た
め
の
事
業
に
つ
い
て

大
綱
を
定
め
、
合
併
特
例
債
や
合

併
市
町
村
補
助
金
な
ど
を
活
用
す

る
事
業
を
明
記
し
ま
す
。

公
共
的
施
設
の
統
合
整
備
に
関

す
る
事
項

支
所
・
出
張
所
の
統
廃
合
や
小

中
学
校
の
統
合
な
ど
、
合
併
市
町

村
の
公
共
的
施
設
の
統
合
整
備
な

ど
盛
り
込
み
ま
す
。

合
併
市
町
村
の
財
政
計
画

合
併
後
、
概
ね

年
程
度

の
期
間
に
つ
い
て
定
め
ま
す
。

市 町 名 負 担 金

鹿 児 島 市 円

吉 田 町 円

桜 島 町 円

喜 入 町 円

松 元 町 円

郡 山 町 円

市 町 名 負 担 金

鹿 児 島 市 円

吉 田 町 円

桜 島 町 円

喜 入 町 円

松 元 町 円

郡 山 町 円

区 分 職 名 等 氏 名 摘 要

首 長

吉田町長 西 園 登 副会長
桜島町長 竹ノ下 光 副会長
喜入町長 日 保 副会長
松元町長 四 元 泰 盛 副会長
郡山町長 池 山 泰 正 副会長

助 役

鹿児島市助役 戸 川 堅 久
吉田町助役 野 間 俊 和
桜島町助役 上 山 秀 一
喜入町助役 今別府 健 司
松元町助役 神 戸 芳 政
郡山町助役 薗 田 睦 雄

議 長

鹿児島市議会議長 上 門 秀 彦
吉田町議会議長 米 満 忠
桜島町議会議長 川 添 慶 三
喜入町議会議長 増 永 力 夫
松元町議会議長 和 田 幸 一
郡山町議会議長 盛 満 一 兵

議 員

鹿児島市議会議員 森 山 きよみ
鹿児島市議会議員 ふじた 太 一
鹿児島市議会議員 長 田 徳太郎
鹿児島市議会議員 中 園 義 弘
吉田町議会議員 福 石 尚 弘
桜島町議会議員 武 正 行
喜入町議会議員 浜 田 道 治
松元町議会議員 森 与一郎
郡山町議会議員 東 洋 一

学識経験者

鹿児島国際大学福祉社会学部助教授 猪 飼 美恵子 共 通
鹿児島大学法文学部教授 宮 廻 甫 允 共 通
鹿児島県鹿児島総務事務所長 藤 元 廣 実 共 通
消費生活アドバイザー 石 窪 奈穂美
鹿児島商工会議所会頭 大 西 洋 逸
鹿児島市民生委員児童委員協議会会長 木 原 和 夫
社団法人鹿児島青年会議所理事長 玉 川 浩一郎
鹿児島市女性団体連合会会長 吉 田 ミツ江
吉田校区公民館長 井 前 眞 人
桜島町公民館連絡協議会会長 上 山 稔
喜入町地区公民館連絡協議会会長 前 薗 吉 彦
松元町公民館連絡協議会会長 定 榮 一 郎
郡山町公民館運営連絡協議会会長 上 野 利 男

区 分 職 名 等 氏 名 摘 要

首 長

吉田町長 西 園 登 副会長
桜島町長 竹ノ下 光 副会長
喜入町長 日 保 副会長
松元町長 四 元 泰 盛 副会長
郡山町長 池 山 泰 正 副会長

助 役

鹿児島市助役 戸 川 堅 久
吉田町助役 野 間 俊 和
桜島町助役 上 山 秀 一
喜入町助役 今別府 健 司
松元町助役 神 戸 芳 政
郡山町助役 薗 田 睦 雄

議 長

鹿児島市議会議長 上 門 秀 彦
吉田町議会議長 米 満 忠
桜島町議会議長 川 添 慶 三
喜入町議会議長 増 永 力 夫
松元町議会議長 和 田 幸 一
郡山町議会議長 盛 満 一 兵

議 員

鹿児島市議会議員 森 山 きよみ
鹿児島市議会議員 ふじた 太 一
鹿児島市議会議員 長 田 徳太郎
鹿児島市議会議員 中 園 義 弘
吉田町議会議員 福 石 尚 弘
桜島町議会議員 武 正 行
喜入町議会議員 浜 田 道 治
松元町議会議員 森 与一郎
郡山町議会議員 東 洋 一

学識経験者

鹿児島国際大学福祉社会学部助教授 猪 飼 美恵子 共 通
鹿児島大学法文学部教授 宮 廻 甫 允 共 通
鹿児島県鹿児島総務事務所長 藤 元 廣 実 共 通
消費生活アドバイザー 石 窪 奈穂美
鹿児島商工会議所会頭 大 西 洋 逸
鹿児島市民生委員児童委員協議会会長 木 原 和 夫
社団法人鹿児島青年会議所理事長 玉 川 浩一郎
鹿児島市女性団体連合会会長 吉 田 ミツ江
吉田校区公民館長 井 前 眞 人
桜島町公民館連絡協議会会長 上 山 稔
喜入町地区公民館連絡協議会会長 前 薗 吉 彦
松元町公民館連絡協議会会長 定 榮 一 郎
郡山町公民館運営連絡協議会会長 上 野 利 男
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区 分 職 名 等 氏 名 摘 要
鹿児島市長 赤 崎 義 則

区 分 職 名 等 氏 名 摘 要
鹿児島市長 赤 崎 義 則

会 長（ 名） （敬称略）

委 員（ 名）

鹿児島地区合併協議会名簿

協議会はこのように組織されています協議会はこのように組織されています

事務局職員名簿（敬称略）
区 分 氏 名 市 町 名
事 務 局 長 成 清 次 男 鹿 児 島 市
事務局次長 黒 木 潤 二
事務局職員 日 照 夫

竹 中 琴 秀
有 村 浩 明
中 豊 司
枝 元 雅 信 吉 田 町
上 山 詠 夢 桜 島 町
中 釜 広 栄 喜 入 町
尾 辻 健 児 松 元 町
田 中 公 弘 郡 山 町

区 分 氏 名 市 町 名
事 務 局 長
事務局次長
事務局職員

【皆様のご意見・ご質問をお待ちしています。
】

幹事会名簿（敬称略）
区 分 職 名 等 氏 名
幹 事 長 鹿児島市企画部長 川 原 勤
幹 事 鹿児島市企画調整課長 成 清 次 男

吉田町企画課長 田地行 実
桜島町企画調整課長 遠 藤 武 義
喜入町企画課長 竹 下 英 幸
松元町企画振興課長 吉 村 誠
郡山町企画振興課長 加世田 正 隆

区 分 職 名 等 氏 名
幹 事 長
幹 事

市町村合併 とは… なぜ今、合併なの…


